
第１ 行政評価・監視の目的等 

 

１ 目的 

この行政評価・監視は、国民の安全・安心を確保する観点から、道路交通安全対

策のうち、最近の自転車交通安全対策の実施状況を調査し、関係行政の改善に資す

るために実施したものである。 

 

２ 対象機関 

(1) 調査対象機関 

内閣府、国家公安委員会（警察庁）、文部科学省、国土交通省 

(2) 関連調査等対象機関 

    都道府県（教育委員会を含む。）（10）、市区町村（教育委員会を含む。）（28）、

都道府県公安委員会（都道府県警察）（９） 

 

３ 担当部局 

   行政評価局 

   管区行政評価局 ６局（北海道、東北、関東、中部、近畿、九州） 

四国行政評価支局 

行政評価事務所 ２事務所（新潟、岡山） 

 

４ 実施時期 

   平成 25年 12月～27年４月 
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